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弁理士法人 志賀国際特許事務所 
（外国事務部 加藤基志） 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。 
 

インド特許規則改正の実施について 
 

インド特許庁は 2023 年 8 月 22 日付で公表した特許規則改正案を 2024 年 3 月 15 日より実施しています。

今回は改正された主な手続きに関し出願人／権利者に要求される内容と注意点について紹介いたします。また、

別紙に改正前後の比較など補足情報を記載しましたので、こちらも併せてご覧ください。 
 
１．対応出願情報の提出について 
（１）特許法 8 条 1 項の対応出願情報陳述書(a)、および、インド出願の特許付与日まで対応出願情報を提供し

続ける旨の誓約書(b)（(a)(b)の書式は Form3）の提出タイミングは以下の 3 パターンになりました。 
①インド特許庁宛出願手続き日から 6 ヶ月以内（今までと変更なし） 
②最初の拒絶理由通知発行日から 3 ヶ月以内（「対応国が出願手続きされる都度」がこの 1 回のみに変更） 
③審査管理官より提出を要求された場合はその日から 2 ヶ月以内（要求された場合に限り提出が必要） 
※特許法 8 条 2 項の対応出願審査情報の提出義務は無くなりました。 

（２）Form 3の項目にあった"Date of Grant"が"Date of Disposal"に変更されました。弊所はDate of Disposal
の情報として、特許付与日や放棄（日本基礎出願のみなし取り下げ含む）日を現地代理人に提供します。 

 
２．審査請求期限について 
（１）審査請求は出願の優先日または出願日のいずれか早い方から 31 ヶ月以内に行う必要があります。 
（２）新規則は 2024 年 3 月 15 日以降にインド特許庁宛出願手続きされた案件に適用されます（国際出願日と

は無関係）。2024年3月14日までにインド特許庁宛出願手続きされた案件は旧規則（48ヶ月）に従います。 
（３）国際出願からインドに移行する案件をご依頼いただく場合、移行期限（優先日から 31ヶ月）と審査請求期限

が同じになるため、審査請求は移行手続き時に行わせていただきます。 
（４）分割出願の審査請求は出願の優先日もしくは出願日から 31 ヶ月、または分割出願手続き日から 6 ヶ月の

いずれか遅い方までに行う必要があります。親出願の審査が始まっていれば分割出願と同時に審査請求を

行う必要があります。弊所では親が審査請求済の場合は分割出願時に審査請求を行わせていただきます。 
 
３．実施陳述書について 
（１）実施陳述書（Form 27）は特許が付与された会計年度（4 月 1 日～翌年 3 月 31 日）の直後の会計年度から

3 会計年度に 1 回、3 会計年度目の終了から 6 ヶ月以内に提出することになります。 
（２）今後の提出期限について複数の現地代理人に確認したところ、以下のようになる見込みです。 
№ 特許登録となった期間 実施報告対象となる期間 提出期限 
1 ～2022 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日 2026 年 9 月 30 日 
2 2022 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日 2026 年 9 月 30 日 
3 2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日 2024 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日 2027 年 9 月 30 日 
4 2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 1 日～2028 年 3 月 31 日 2028 年 9 月 30 日 

（３）Form 27 において以下の点が変更されました（Form 27 の抜粋サンプルは別紙参照）。 
①インドで製造／輸入された特許の概算収益／価値に関する欄が削除されたため、この情報は不要です。 
②実施していない場合は 4 つの選択肢（開発中または商業試験中／規制当局による審査または承認中／

商用ライセンスの検討中／その他）からその理由を選びます。 
③本特許のライセンス可否についてのチェック欄が新設され、YES／NO いずれかを選びます。 
④特許製品がインドに輸入されたという理由だけで当該特許が実施されていないとみなされない旨の注意

書きが表示されることになりました。特許製品がインドで製造されておらずインドに輸入されている場合、

その特許は「実施済み」とみなされます。 
 
４．期間延長について 
（１）審査管理官は自らの判断により条件を定めて手続き期限を最長で 6 ヶ月延長できるようになりました。 
（２）対応出願情報提出、拒絶理由通知応答、および、実施陳述書提出は本規則とは別に 3 ヶ月の期間延長が

認められています。しかし、これらの期間延長は本規則の例外か、それとも併用できるのか現時点では明確

ではありません。今後の運用を注視していく必要があります。 
（３）延長料金は INR50,000（約 90,000 円）／1 ヶ月（上記（２）の Form 3 および Form 27 は INR10,000（約

18,000 円）／1 ヶ月、拒絶理由通知応答は INR4,000（約 7,200 円）／1 ヶ月）です。             
以上 



 
―別紙― 

 
１．対応出願情報の提出について 
改正前 改正後 
（１）特許法 8 条 1 項の対応出願情報陳述書(a)およびインド出願の特許付与日まで情報を通知し続ける旨の
誓約書(b)（(a)(b)の書式は Form3）の提出期限（新規則 12(2)(4)） 
①インド特許庁宛出願手続き日から 6 ヶ月以内 ①インド特許庁宛出願手続き日から 6ヶ月以内（変更

無し） 
②当該対応出願日から 6 ヶ月以内 
※対応国が出願手続きされる都度インド特許庁に
Form3 を更新して提出。 

②最初の拒絶理由通知発行日から 3 ヶ月以内。 
※上記の 1 回のみ提出。 

③規定無し ③審査管理官の要求から 2 ヶ月以内 
（２）特許法 8 条 2 項の対応出願審査情報の提出義務（新規則 12(3)） 
審査管理官の要求から 6 ヶ月以内に提出。 出願人の提出義務を廃止（審査管理官がアクセス可

能な公共データベースを使用して対応出願の審査情
報を自ら入手）。 

 
２．審査請求期限について 
改正前 改正後 
通常出願の審査請求期限（新規則 24B(1)(i)(ii)(iii)(iv)） 
出願の優先日または出願日のいずれか早い方から
48 ヶ月以内 

出願の優先日または出願日のいずれか早い方から
31 ヶ月以内 

 
３．実施陳述書について 
改正前 改正後 
実施陳述書の提出（新規則 131(2)） 
特許付与された会計年度（4 月 1 日～翌年 3 月 31
日）の直後の会計年度から各会計年度に 1 回、その
会計年度終了から 6 ヶ月以内に提出する。 

特許付与された会計年度（4 月 1 日～翌年 3 月 31
日）の直後の会計年度から 3 会計年度に 1 回、3 会
計年度目の終了から 6 ヶ月以内に提出する。 

 
※改正後の Form 27 サンプル抜粋（赤文字は例示です。） 
 

3. Worked / not worked. 
Please state whether 
each patent in respect of 
which this form is being 
filed is worked or not 
worked. 

Patent Number(s) Worked [Tick ( ✔ ) if 
applicable] 

Not worked [Tick ( ✔ ) if 
applicable] 

123456  ✔ 
   

4. If not worked, please 
tick the appropriate 
reasons 

□Patented Invention is under development/ commercial trial 
□Patented Invention is under Review/approval with Regulatory authorities 
□Exploring commercial licensing 
□Any other, may specify: 

5. Whether the patent is 
available for licensing 

□YES 
□NO 
In case of YES, would you be interested in receiving communications from any person 
interested in seeking a license. If so, kindly provide contact details as below: 
Email address: 
Contact Number: 

Note: 1. Every patentee and every licensee (exclusive or otherwise) is required to file this Form; where a patent is 
granted to two or more persons, this form may be filed jointly by all or any of such persons. 
2. Subject to conditions specified under the Patent Act, 1970 a patented invention shall not be 
considered as ‘not worked’ merely on the ground that the patented product has been imported in India.”. 

 
４．期間延長について 
改正前 改正後 
期限延長（新規則 138） 
審査管理官は自らの判断により条件を定めて期限を
延長できる。しかし、以下の手続きは除く。 
・インド国内への移行 
・出願時明細書翻訳文の提出 
・優先権書類の提出 
・審査請求 
・拒絶理由通知の応答 
・異議申立に対する意見書／証拠の提出 
・年金納付延長 
・審査官権限の決定 

審査管理官は自らの判断により条件を定めて期限を
延長できる。（適用除外手続きの列挙は削除） 

延長期間は 1 ヶ月。 
延長前の期限内に延長申請する。 

延長期間は最長で 6 ヶ月。 
延長後の延長期間内に何度でも申請できる。 

 

✔ 

✔ 

本書３（３）

 

本書３（３）①は 3 と 4 の間にありましたが
削除されました。 

本書３（３）

 

本書３（３）

 


